（別紙様式第１号）
覚　　　　書

公益社団法人鹿児島県畜産協会（以下「協会」という。）と契約生産者：○○○○（以下「契約生産者」という。）は、肉用子牛（乳用種雌子牛）の肥育仕向け措置等の方法の２に基づき、乳用種雌子牛について次のとおり覚書を締結する。


１　契約生産者は、乳用種雌子牛を食肉処理されるまで継続して肥育し、他へ販売又は搾乳用に転用してはならない。

２　契約生産者は、１に係る牛について、と畜又は死亡したことを証する書類をと畜又は死亡後速やかに甲に提出する。

３　契約生産者は、この覚書に違反したときは速やかに生産者補給金を協会に返還するものとする。また、契約生産者がこの覚書に違反したと認められたときは、協会は、契約生産者に対し生産者補給金を不交付とし又は既に交付した生産者補給金を返還させることができるものとし、契約生産者は、当該不交付に対し異議を唱えず又は当該返還を速やかに行うことを誓約する。

上記の締結の証として覚書２通を作成し、双方記名の上、各１通を保有するものとする。

令和７年　月　日

（協　　　会）住　所　鹿児島市鴨池新町１５番地　　　　
名　称　公益社団法人鹿児島県畜産協会　　
代表理事会長　柚木　弘文　

（契約生産者）住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　



